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市第60号議案 

   横浜市手数料条例等の一部改正 

 横浜市手数料条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成26年９月３日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市手数料条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市手数料条例の一部改正） 

第１条 横浜市手数料条例（平成12年３月横浜市条例第32号）の一 

部を次のように改正する。 

  第２条第62号中「薬事法（昭和35年法律第 145 号）」を「医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和35年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。

）」に改め、同条第63号から第65号までの規定中「薬事法」を「

医薬品医療機器等法」に改め、同条第66号及び第66号の２中「薬

事法」を「医薬品医療機器等法」に、「賃貸業」を「貸与業」に

改め、同条第67号中「薬事法施行令（昭和36年政令第11号）」を

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律施行令（昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法

施行令」という。）第１条の５第１項又は」に、「賃貸業許可証

」を「貸与業許可証」に改め、同条第68号中「薬事法施行令」を

「医薬品医療機器等法施行令第１条の６第１項又は」に、「賃貸

業許可証」を「貸与業許可証」に改め、同条第68号の２から第69

号までの規定中「薬事法」を「医薬品医療機器等法」に、「薬事

法施行令」を「医薬品医療機器等法施行令」に改め、同条第70号
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及び第71号中「薬事法第13条第２項」を「医薬品医療機器等法第

13条第１項」に、「薬事法施行令」を「医薬品医療機器等法施行

令」に改め、同条第72号から第74号までの規定中「薬事法」を「

医薬品医療機器等法」に、「薬事法施行令」を「医薬品医療機器

等法施行令」に改める。 

 （横浜市消費生活条例の一部改正） 

第２条 横浜市消費生活条例（平成８年３月横浜市条例第13号）の 

 一部を次のように改正する。 

  第46条第１項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める。 

 （横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部改正） 

第３条 横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基

準に関する条例（平成24年12月横浜市条例第72号）の一部を次の

ように改正する。 

  第19条第６号ただし書中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に、「第２条第

16項」を「第２条第17項」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成26年11月25日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 薬事法及び薬事法施行令の一部改正に伴い、関係規定の整備を図

るため、横浜市手数料条例等の一部を改正する必要があるので提案

する。 
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 参  考  

   横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 手 数 料 ） 

第 ２ 条  手 数 料 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 種 類 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 額 と す る 。 

  （ 第 １ 号 か ら 第 61 号 ま で 省 略 ） 

   医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 
 (62)  
   薬 事 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 145  

  有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 
号 ） 

  す る 法 律 （ 昭 和 35 年 法 律 第 145  
        

  号 。 以 下 「 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 

  」 と い う 。）  
第 ４ 条 第 １ 項 の 規 

 

定 に 基 づ く 薬 局 開 設 許 可 申 請 手 

  数 料              同          29,000円 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (63)           第 ４ 条 第 
   薬 事 法 

  ４ 項 の 規 定 に 基 づ く 薬 局 開 設 許 

  可 更 新 申 請 手 数 料        同          11,000円 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (64)           第 24 条 第 
   薬 事 法 

  １ 項 の 規 定 に 基 づ く 医 薬 品 販 売 

業 （ 配 置 販 売 業 を 除 く 。） の 許 

可 申 請 手 数 料          同          29,000 円 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (65)           第 24 条 第 
   薬 事 法     

２ 項 の 規 定 に 基 づ く 医 薬 品 販 売 

  業 （ 配 置 販 売 業 を 除 く 。） の 許 

可 更 新 申 請 手 数 料        同          11,000 円 
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   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (66)           第 39 条 第 
   薬 事 法    

１ 項 の 規 定 に 基 づ く 高 度 管 理 医 

          貸 与 業 
療 機 器 等 の 販 売 業 又 は    の 

賃 貸 業 

許 可 申 請 手 数 料         同          29,000 円 

     医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (66) の ２           第 39  
     薬 事 法 

条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ く 高 度 管 

            貸 与 
理 医 療 機 器 等 の 販 売 業 又 は 

賃 貸 

業 
の 許 可 更 新 申 請 手 数 料     同          11,000 円 

業 

   医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 
 (67)   
   薬 事 法 施 行 令 （ 昭 和 36 年 政 令 

  有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 
第 11 号 ） 

  す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 36 年 政 令 
       

  第 11 号 。 以 下 「 医 薬 品 医 療 機 器 
 

  等 法 施 行 令 」 と い う 。） 第 １ 条 
 

  の ５ 第 １ 項 又 は 
第 45 条 第 １ 項 の 

 

規 定 に 基 づ く 薬 局 開 設 許 可 証 、 

医 薬 品 販 売 業 （ 配 置 販 売 業 を 除 

く 。） 許 可 証 又 は 高 度 管 理 医 療 

          貸 与 業 許 
機 器 等 販 売 業 若 し く は 
          賃 貸 業 許 

可 証 
の 書 換 え 交 付 手 数 料     同         2,000 円 

可 証 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 施 行 令 第 
 (68)                
   薬 事 法 施 行 令 

  １ 条 の ６ 第 １ 項 又 は 
第 46 条 第 １ 

 

項 の 規 定 に 基 づ く 薬 局 開 設 許 可 

証 、 医 薬 品 販 売 業 （ 配 置 販 売 業 

を 除 く 。） 許 可 証 又 は 高 度 管 理 

貸 与 
医 療 機 器 等 販 売 業 若 し く は 

賃 貸 
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業 許 可 証 
    の 再 交 付 手 数 料     同         2,900 円 
業 許 可 証 

     医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (68) の ２           第 12  
     薬 事 法 

医 薬 品 
条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 

薬 事 法 

  医 療 機 器 等 法 施 行 令       
第 80 条 第 １ 

  施 行 令         

  項 第 １ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 

  の 製 造 販 売 業 の 許 可 申 請 手 数 料  同         7,200 円 

     医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (68) の ３           第 12  
     薬 事 法 

医 薬 品 
条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 

薬 事 法 

  医 療 機 器 等 法 施 行 令 
           第 80 条 第 １ 

施 行 令 

  項 第 １ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 

の 製 造 販 売 業 の 許 可 証 の 書 換 え 

交 付 手 数 料           同         2,000 円 

     医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (68) の ４           第 12  
     薬 事 法           

医 薬 品 
条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 

薬 事 法 

  医 療 機 器 等 法 施 行 令 
           第 80 条 第 １ 

施 行 令 

  項 第 １ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 

の 製 造 販 売 業 の 許 可 証 の 再 交 付 

手 数 料             同         2,900 円 

     医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (68) の ５           第 12  
     薬 事 法 

医 薬 品 
条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 

薬 事 法 

  医 療 機 器 等 法 施 行 令 
           第 80 条 第 １ 

施 行 令 

  項 第 １ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 

の 製 造 販 売 業 の 許 可 更 新 申 請 手 

数 料              同         4,000 円 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (69)           第 13 条 第  
   薬 事 法 
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           医 薬 品 医 療 
１ 項 の 規 定 に 基 づ く 

薬 事 法 施 行 

  機 器 等 法 施 行 令 
         第 80 条 第 １ 項 第 
  令     

  ２ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 の 製 

造 業 の 許 可 申 請 手 数 料      同          11,000 円 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 13 条 第 
 (70)             
   薬 事 法 第 13 条 第 ２ 項 

１ 項        医 薬 品 医 療 
の 規 定 に 基 づ く 

薬 事 法 施 行 

  機 器 等 法 施 行 令 
         第 80 条 第 １ 項 第 
  令     

  ２ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 の 製 

造 業 の 許 可 証 の 書 換 え 交 付 手 数 

料               同         2,000 円 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 13 条 第 
 (71)             
   薬 事 法 第 13 条 第 ２ 項 

１ 項        医 薬 品 医 療 
の 規 定 に 基 づ く 

           薬 事 法 施 行 

  機 器 等 法 施 行 令 
         第 80 条 第 １ 項 第 
  令 

  ２ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 の 製 

造 業 の 許 可 証 の 再 交 付 手 数 料   同         2,900 円 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (72)           第 13 条 第 
   薬 事 法 

医 薬 品 医 療 
３ 項 の 規 定 に 基 づ く 

           薬 事 法 施 行 

  機 器 等 法 施 行 令 
         第 80 条 第 １ 項 第 
  令 

  ２ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 の 製 

造 業 の 許 可 更 新 申 請 手 数 料    同         5,600 円 

   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (73)           第 14 条 第 
   薬 事 法 

医 薬 品 医 療 
１ 項 の 規 定 に 基 づ く 

           薬 事 法 施 行 

  機 器 等 法 施 行 令 
         第 80 条 第 １ 項 第 
  令 

１ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 の 製 

造 販 売 の 承 認 申 請 手 数 料     １ 品 目 に つ き     90 円 
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   医 薬 品 医 療 機 器 等 法 
 (74)           第 14 条 第  
   薬 事 法 

医 薬 品 医 療 
９ 項 の 規 定 に 基 づ く 

           薬 事 法 施 行 

  機 器 等 法 施 行 令 
         第 80 条 第 １ 項 第 
  令 

１ 号 の 薬 局 製 造 販 売 医 薬 品 の 製 

造 販 売 の 承 認 事 項 の 一 部 変 更 承 

認 申 請 手 数 料          同          90 円 

   （ 第 75 号 か ら 第 163 号 ま で 省 略 ） 

 

   横 浜 市 消 費 生 活 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

 （ 適 用 除 外 ） 

               医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 
第 46 条  第 ４ 章 第 １ 節 の 規 定 は 、 
               薬 事 法 

 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 
                （ 昭 和 35 年 法 律 第 145 号 ） 第 
  

２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 医 薬 品 に つ い て は 、 適 用 し な い 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

 

   横 浜 市 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 の 

基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

 （ 診 療 の 方 針 ） 

第 19 条  医 師 の 診 療 の 方 針 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る ほ か 、 旧 省

令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 別 に 定 め る 基 準 に よ ら な け れ ば な

ら な い 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

 (6)  旧 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 別 に 定 め る 医 薬 品 以 外 の
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医 薬 品 を 入 院 患 者 に 施 用 し 、 又 は 処 方 し て は な ら な い 。 た だ し 

医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 
  、 
   薬 事 法 

す る 法 律             第 ２ 条 第 17 項 
      （ 昭 和 35 年 法 律 第 145 号 ）       に 規 定 す る 治 

   第 ２ 条 第 16 項 

  験 に 係 る 診 療 に お い て 、 当 該 治 験 の 対 象 と さ れ る 薬 物 を 使 用 す

る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 第 ７ 号 省 略 ） 

 

 

 

 


